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岡山県介護老人福祉施設等入所指針の一部改正について

県では、平成１５年２月に、介護老人福祉施設の入所決定過程の透明性、公平性の確保
と入所の円滑な実施に資することを目的に、入所の手続、基準等を定めた「岡山県介護老
人福祉施設入所指針」（平成１５年４月から適用）を策定し、その後、地域密着型介護老
人福祉施設も含めた「岡山県介護老人福祉施設等入所指針」に改正した。
このたび、介護保険法の改正に伴い、平成２７年４月１日以降の介護老人福祉施設及び

地域密着型介護老人福祉施設への入所が原則要介護３以上の者に限定されるとともに、や
むを得ない事情により居宅で日常生活を営むことが困難な要介護１又は２の者に特例的な
入所（特例入所）が認められることとなることから、岡山県介護老人福祉施設等入所指針
の一部を次のとおり改正する。

１ 改正内容
（１）入所の対象者について

① 要介護３から５までの認定を受けている者であって常時介護を必要とし、居宅に
おいて介護を受けることが困難なもの

② 要介護１又は２の認定を受けている者であって、やむを得ない事由により居宅に
おいて日常生活を営むことが困難であるとして特例入所が必要な次の要件に該当す
るもの
ア 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通
の困難さが頻繁に見られるもの
イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思
疎通の困難さ等が頻繁に見られるもの
ウ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が
困難であるもの
エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が
期待できず、かつ、地域での介護サービス又は生活支援の供給が不十分であるも
の

（２）特例入所に係る申込等について
① 特例入所に係る申込者は、特例入所が必要である状況等を申込書に記載する。
② 施設は、その状況を申込者に確認するとともに、市町村へ報告し、必要に応じ、
当該市町村に対し、特例入所の対象者に該当するかどうかの判断に当たっての意見
を求めることができる。

③ 市町村は、施設から意見を求められた場合又は必要と認める場合、地域の居宅サ
ービス、生活支援等の提供体制に係る状況及び担当の介護支援専門員からの居宅等
における生活の困難度について聴取した結果等も踏まえ、施設に対して意見を表明
する。

④ 施設は、入所検討委員会を開催し、特例入所の対象となる者について要件該当の
有無の検討を行った上で、要介護３以上の者と合わせて、要介護度、介護者の状況、
介護サービスの利用状況等を勘案し、入所順位の決定を行う。
なお、平成２７年３月３１日以前に入所順位を決定した要介護１又は２の者につ
いては、入所を決定する際に、入所検討委員会で要件該当の有無を確認する。

２ 実施時期
平成２７年４月１日

３ 公表等
長寿社会課ホームページで公表するとともに、市町村や関係団体等に周知する。
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８ 実施に当たっての留意事項について

※以下各番号は自己点検シート（人員・設備・運営編）に対応しています。

※県の指導事例に、制度改正及び市の指導事例を追記して作成しています。

第１ 基本方針（条例第２条）

（事業所の公正中立性の確保）

✕提供される居宅サービス等が特定の事業者に不当に偏っている。

・利用者への情報提供が、法人内の居宅サービス事業所のみとなっている。

・利用者に情報提供している居宅サービス事業所の数が少ない。

・利用者に選択を求めることなく法人内の居宅サービス事業所のみを居宅サービ

ス計画に位置付けている。

第２ 人員に関する基準（条例第４～５条）
１ 介護支援専門員

✕介護支援専門員の配置数が不足している。

・担当件数が多く、利用者へのモニタリング・ニーズの把握等が不十分。

・介護支援専門員の退職後、後任の職員募集等の人員確保を行っていない。

✕介護支援専門員証の写しが事業所に整理・保存されていない。

・介護支援専門員本人及び管理者が資格の有効期間を把握しておらず、資格が失

効している。

（基準の性格）

基準は、指定居宅介護支援の事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基

準を定めたものであり、指定居宅介護支援事業者は、基準を充足することで足りると

することなく常にその事業の運営の向上に努めなければならないものである。

（ポイント）

・居宅介護支援事業者は、利用者自身による自由なサービス選択の幅を広げるため、

当該利用者が居住する地域の指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利

用料等の情報を適正に利用者又その家族に対して提供するものとし、情報提供等の

資料や手段等を整備しておくこと。

（例）

・通常の事業実施地域の居宅サービス事業所一覧等を配布、提示

・介護サービス情報の公表結果を活用

・他事業所のパンフレット等を提示、配布

（ポイント）

・常勤の介護支援専門員を１人以上配置すること。

・常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を基準とし、利用者の

数が３５人又はその端数を増すごとに増員すること。

ただし、増員に係る介護支援専門員は非常勤でも可。
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✕雇用契約書又は労働条件通知書等により、当該事業所の管理者の指揮命令下にあ

ること及び職務の内容が明確にされていない。

２ 管理者

✕管理者が常勤・専従の要件を満たしていない。

✕管理者が行っている介護支援専門員としての業務が、管理者の本来業務の遂行に

支障を生じさせている。

✕管理者が資格の更新手続を行っておらず、資格が失効している。

第３ 運営に関する基準
１ 内容及び手続の説明及び同意（条例第６条）

✕「重要事項説明書」の記載事項が不十分。

・苦情相談を受ける窓口として、事業所の通常の事業の実施地域内の市町村の窓

口や岡山県国民健康保険団体連合会などの記載がない。

・記載内容が、現状の体制と異なっている。

・利用料に関する記載がない。

・平成３０年度介護報酬改定後の内容が反映されていない。

（ポイント）

・全ての介護支援専門員の資格証を原本で確認し、写しを整理、保存しておくこと。

・介護支援専門員証の有効期間を確認すること。

（ポイント）

・常勤・非常勤を問わず、労働契約の締結に際し、従業者に賃金、労働条件（雇用期

間、就業場所、従事する業務（兼務の職務）、勤務時間等）を明示すること。(労働

基準法第15条)

・労働条件通知書、雇用契約書を作成し、交付すること。

・法人代表、役員が管理者、介護支援専門員となる場合も、就業場所、従事する業務

、勤務時間等を明らかにすること。

（ポイント）

・管理者は、主任介護支援専門員であって、専らその職務に従事する常勤の者である

ことが原則。【平成３０年４月から】

（経過措置）平成３３年３月３１日までは、介護支援専門員を管理者とすることが

できる。

ただし管理上支障がない場合は、(1)又は(2)との兼務可。

(1)当該事業所の介護支援専門員の職務

(2)同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務。

※ただし、兼務する職務が当該事業所の管理業務と同時並行的に行えない場合は

不可（訪問系サービスの従業者、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員等

）。
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✕重要事項の説明を行っていない。

✕契約締結後に重要事項の説明を行っている。

✕重要事項を説明し、同意を得る前にアセスメント等を行っている。

✕「重要事項説明書」と「運営規程」の記載内容（営業日・営業時間、通常の事業

の実施地域、交通費の規定、サービス提供の内容など）が相違している。

✕利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができるこ

と等につき説明を行い、理解を得ていない。

（ポイント）

【重要事項説明書に記載が必要な事項】

①居宅介護支援事業所の運営規程の概要 ②介護支援専門員の勤務の体制

③秘密の保持 ④事故発生時の対応

⑤苦情処理の体制

⑥その他サービスを選択するために必要な重要事項

・掲載する情報の見直しを行い、利用者への正しい情報提供に努めること。

（ポイント）

・「重要事項説明書」は、利用申込者が事業所を選択するために重要な事項を説明す

るためのものであるので、あらかじめ当該説明書を交付し、重要事項の説明を行う

こと。

・その後、利用申込者等がサービス提供を希望する場合に、当該提供の開始について

の同意を文書により得ること。

・利用者及び事業者双方の保護の立場から、サービス提供の内容をお互いが十分に認

識できていることを確認するためにも、同意を得る方法は、できる限り書面による

こと。【市独自】

（ポイント）

・「運営規程」の内容を基本にして作成し、事業の実態とも整合していること。

※運営規程の内容を変更する場合は、別途、変更届が必要。

（ポイント）

・居宅サービス計画は条例第１条の２に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき

作成されるものである。

居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して、

「複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること」

「居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を

求めることができること」

等につき文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解

したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならない。

【平成３０年４月から】

※運 営 基準減 算 適用事 項
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✕病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連

絡先を当該病院又は診療所に伝えるようあらかじめ求めていない。

２ 提供拒否の禁止（条例第７条）

３ サービス提供困難時の対応（条例第８条）

✕正当な理由なくサービスの提供を拒んでいる。

・要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否している。

・通常の実施地域内であるにも関わらず、居宅が遠方であることを理由に拒否し

ている。

・利用者に十分な説明を行うことなく、事業者の都合により事業所を変更させて

いる。

６ 身分を証明する書類の携行（条例第１１条）

✕利用者の居宅訪問時に介護支援専門員証を携行していない。

７ 利用料等の受領（条例第１２条）

✕通常の事業の実施地域内の利用者から交通費（駐車料金等）の支払いを受けてい

る。

✕運営規程に定めのない交通費、その他利用料の支払いを受けている。

✕運営規程に定めており、事前に説明、同意を得ているにもかかわらず、交通費の

支払いを、適切に受けていない。

✕交通費について事後に説明、同意を得ている。

（ポイント）

・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に

係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなけ

ればならない。【平成３０年４月から】

（ポイント）

・居宅介護支援事業者は、正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒んではならない。

正当な理由とは、次のような場合等である。

（１）事業所の現員では対応しきれない場合。

（２）利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合。

（３）利用申込者が他の居宅介護支援事業所にも併せて依頼している場合。

・受入れができない場合は、他の居宅介護支援事業所の紹介等を行うこと。

（ポイント）

・初回訪問時や利用者（又はその家族）から求められた場合は速やかに介護支援専門

員証を提示できるよう、常に携行しておくこと。
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１０ 居宅介護支援の具体的取扱方針（条例第１５条）

（１）介護支援専門員による居宅サービス計画の作成（条例第１５条第１項第１号）

✕指定居宅介護支援の主要な業務（アセスメント、居宅サービス計画の作成、サー

ビス担当者会議の開催、モニタリング）を介護支援専門員以外の者が行っている。

（４）総合的な居宅サービス計画の作成（条例第１５条第１項第４号）

✕介護給付対象以外のサービスが居宅サービス計画に位置付けられていない。

（６）課題分析の実施（条例第１５条第１項第６号）

✕アセスメントの内容（項目）が不十分である。

（ポイント）

・通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問して居宅介護支援を行う場合に、実施地域

を越えた地点からの交通費の支払を受けることができる。

・交通費の支払いを受ける事業所は、運営規程に料金を明確に規定しておくこと。

・交通費の支払いを受けることについて、あらかじめ説明を行い、利用者の同意を得

ること。

（ポイント）

・居宅介護支援の主要な業務のうち、「利用者の課題分析→居宅サービス計画原案の

作成→サービス担当者会議→居宅サービス計画の説明･同意→利用者への交付→個

別サービス計画の提出依頼」までの一連の業務については、基本的にはこのプロセ

スに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や

、効果的･効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序を拘束するもの

ではない。ただし、その場合も、個々の業務は､事後的に可及的速やかに実施し、そ

の結果に基づいて必要に応じて居宅サービスを見直すなど、適切に対応すること。

（ポイント）

・※無資格者にサービス提供させたとして、取消処分の事例有り。

（ポイント）

・保健医療サービス、福祉サービス、家族や地域等インフォーマルな支援を含めた、

総合的な計画となるよう努めること。

（ポイント）

・利用者の解決すべき課題の把握に当たっては、「課題分析標準項目「介護報酬の解

釈（平成３０年４月版）」③ＱＡ・法令編のＰ８５５」の全項目について実施する

こと。

・居宅サービス計画の変更時には、新規作成時と同様、再アセスメントを行うこと。
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（７）課題分析における留意点（条例第１５条第１項第７号）

✕アセスメントに当たり、利用者の居宅を訪問していない。

✕アセスメントは実施しているが、その結果について記録していない。

（８）居宅サービス計画原案の作成

✕提供されるサービスの目標及びその達成時期が明確に設定されていない。

✕生活援助中心型の訪問介護の算定根拠が明確に記載されていない。

✕通院等のための乗車又は降車の介助の算定根拠が明確にされていない。

（ポイント）

・利用者の生活環境を把握する観点からも、アセスメントは物理的な理由がある場合

を除き、利用者の居宅で行うことが必要である。

・利用者及びその家族と面接して行うこと。

・アセスメントの結果について記録するとともに、条例第３１条第２項の規定に基づ

きその記録は、５年間（市独自基準（基準省令では２年間））保存しなければなら

ない。

（ポイント）

・居宅サービス計画原案には、提供されるサービスについて、その長期的な目標及び

それを達成するために短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込み、

当該達成時期には居宅サービス計画及び各指定居宅サービス等の評価を行うこと。

（ポイント）

・居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービ

ス計画書に生活援助中心型の算定理由、その他やむを得ない事情の内容について記

載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって

最適なサービス内容とその方針を明確に記載すること。

（ポイント）

・「通院等乗降介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて

、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の１つとして、総合的

な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付けられている必要がある

。

・算定に当たっては、「介護報酬の解釈（平成３０年４月版）」①単位数表編の

Ｐ１３６～１３７、Ｐ１６１～１６３等を参照すること。
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✕院内介助の必要な理由等がアセスメント等で明らかでない。院内介助として提供

するサービス内容が計画で明らかでない。

✕２０分未満の訪問看護を位置付けている居宅サービス計画又は訪問看護計画に

おいて、その週のうちに、別に２０分以上の訪問看護が位置づけられていない。

（ポイント）

院内介助については、原則として医療機関等のスタッフにより対応されるべきであ

るが、例外的に、適切なアセスメントやサービス担当者会議を通して、具体的な院内

介助の必要性が確認され、医療機関等のスタッフにより病院内の介助が得られないこ

とが介護支援専門員により確認されている場合には、介護給付費の算定対象となり得

る。

この場合においては、居宅サービス計画に

①適切なアセスメントに基づく利用者の心身の状況から院内介助が必要な理由

②必要と考えられる具体的なサービス内容（例えば、院内での移動時に転倒しない

ように側について歩く（介護は必要時だけで事故がないように見守る）場合や、

他科受診のための移動時に車いすの介助を行う場合など）

③介護支援専門員によって、当該医療機関等においては、当該医療機関等のスタッ

フによる病院内の介助が得られないことが確認された経緯（何時、誰に、確認し

た内容か）

を記載する必要がある。

この場合も、診療時間、単なる待ち時間を除いた時間とするものである。

なお、訪問介護員等が診察室に同行して病状の説明を行うことや医師の指示等を

受けることは、利用者が認知症であるなどの理由があっても、介護給付費の算定対

象とはならない。

また、訪問介護事業所においては、具体的な介助内容及びその標準的な所要時間

を訪問介護計画に明示するとともにサービス提供記録に記録する必要がある。

※通院等乗降介助を算定すべき場合は、院内介助について「通院等のための乗車又は

降車の介助」として包括して評価されているため、身体介護中心型を算定することは

できない。

※院内介助に係る医療機関等への確認については、必ずしも医師への確認は必要ない

。（医事課・看護部等で可）

・算定に当たっては、「介護報酬の解釈（平成３０年４月版）」①単位数表編の

Ｐ１６３～１６４等を参照すること。

（ポイント）

・居宅サービス計画又は訪問看護計画において２０分未満の訪問看護のみが設定され

ることは適切でなく、２０分以上の保健師又は看護師による訪問看護を週１回以上

含む計画とすること。

・２０分未満の訪問看護は、訪問看護を２４時間行う体制を整えている事業所として

緊急時訪問看護加算の届出をしている場合に算定可能である。
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（９）サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（条例第１５条第１項第９号）

✕関係する全ての担当者を招集せずにサービス担当者会議を開催している。

・新たに居宅サービス計画に位置付けることとなったサービス担当者しかサービ

ス担当者会議に参加させていない。

・一部のサービス担当者に対しサービス担当者会議への出席依頼を行っていない。

・日程調整を行うことなく、始めから意見照会だけを行っている。

✕サービス担当者会議の記録がない。（又は、意見照会についての記録がない。）

（１０）居宅サービス計画（原案）の説明及び同意（条例第１５条第１項第１０号）

（１１）居宅サービス計画の交付（条例第１５条第１項第１１号）

✕居宅サービス計画原案の同意、居宅サービス計画の交付を行っていない。

✕サービス提供開始後に同意、交付を行っている。

✕居宅サービス計画を交付していないサービス事業所がある。

✕同一法人で併設されたサービス事業所への交付を省略している。

（ポイント）

・居宅サービス計画原案に位置付けられた全ての居宅サービス等の担当者を招集する

（意見照会に対する回答を含む）ことが必要である。

・意見照会を行うのは、次のような「やむを得ない理由」がある場合である。

（１）利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医

師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認め

る場合。【平成３０年４月から】

（２）サービス担当者の事由により参加が得られなかった場合。

（３）利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合。

・サービス担当者の事由により出席できない場合でも、照会等により意見を求め、そ

の内容を記録しておくこと。

・原則として、利用者及びその家族の参加が必要である。（参加が望ましくない場合

や日程調整ができなかった場合等は例外あり）【平成２６年４月から】

（ポイント）

・サービス提供前に、居宅サービス計画原案の内容を説明し、文書により利用者の同

意を得て居宅サービス計画を交付すること。

・同意を要する居宅サービス計画原案とは居宅サービス計画書の第１～３表及び第６

、７表の全てである。

・居宅サービス計画に位置付けた全てのサービス事業所へ交付すること。

・利用者が同意したことが分かる形で交付すること。
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（１２）サービス事業所との連携（条例第１５条第１項第１２号）

✕個別サービス計画の提出を求めていない。

（１３）居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等（条例第１５条第１項第１

３号）

（１３－２）利用者に係る情報の主治の医師等への提供（条例第１５条第１項第１４

号）

（１４）モニタリングの実施（条例第１５条第１項第１５号）

✕モニタリングを行っていない。

✕利用者の居宅以外でモニタリングを行っている。

✕モニタリングの結果を記録していない。

✕「特段の事情」を記録していない。

（ポイント）

・居宅サービス計画に位置づけた事業者に対して、訪問介護計画等の個別サービス計

画の提出を求めること。

（指定居宅サービス等の事業所との意識共有を図るため。）

・指定居宅サービス等の事業所と継続的に連携し意識共有を図るため、必要に応じて

行うことが望ましい。

（ポイント）

・指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と

認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況

に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯

科医師又は薬剤師に提供すること。【平成３０年４月から】

（ポイント）

・少なくとも１月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接して行うこと。

また、その結果を記録すること。

・モニタリングができない「特段の事情」とは利用者の事情であり、介護支援専門員

に起因する事情ではない。

・「特段の事情」がある場合については、その具体的内容を記録しておくこと。

※平成２１年２月２７日付け長寿第１６８３号「居宅介護支援事業におけるモニタリ

ングについて」を参照

※モニタリングの実施、記録が行えていない月については、運営基準減算に該当し、

介護給付費の返還を行う必要があるので手続を行うこと。
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（１５）居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専

門的意見の聴取（条例第１５条第１項第１６号）

✕要介護更新認定時にサービス担当者会議を開催していない。

✕要介護状態区分の変更認定時にサービス担当者会議を開催していない。

✕やむを得ない理由がある場合の意見照会の記録がない。

（１６）居宅サービス計画の変更（条例第１５条第１項第１７号）

✕軽微でない居宅サービス計画の変更時に必要な一連の手続きが行われていない。

✕介護支援専門員がサービス事業所の変更に応じない。

（ポイント）

・要介護更新認定を受けた場合又は要介護状態区分の変更認定を受けた場合は、サー

ビス担当者会議を開催し、居宅サービス計画の変更の必要性について各サービス担

当者から意見を求めること。

・サービス担当者の事由により出席できない場合などやむを得ない理由がある場合で

も、照会等により意見を求め、その内容を記録しておくこと。

（ポイント）

・居宅サービス計画の変更に当たっては、利用者の希望による軽微な変更を除き、新

規作成時と同様の一連の業務（再アセスメント、居宅サービス計画原案の作成、サ

ービス担当者会議、利用者への説明・同意・交付、個別サービス計画提出の求め）

を行うこと。

・「利用者の希望による軽微な変更」とは、利用者の心身の状態や生活環境に変化が

なく、居宅サービス計画に位置付けた総合的な方針や、生活全般の解決すべき課題

、目標、サービス種別、サービス内容を変更する必要がない場合において、介護支

援専門員が一連の業務を行う必要性がないと判断したものである。

（例）※ただし、上の下線部分の場合に限る。

・利用者又は家族の希望によるサービス提供日時だけの変更

（※曜日や開始時間の変更）

・利用者又は家族の希望によるサービス提供時間数だけの変更

（※サービス提供時間数の増減。ただし大幅な増減は除く）

・利用者又は家族の希望によるサービス提供回数だけの変更

（※週１回程度のサービス提供回数の増減）

※なお、軽微な変更に該当する場合であっても、（条例第１５条第１項第１３号によ

り）各居宅サービス事業者等との連絡調整等は適切に行い、利用者の解決すべき課

題の変化には十分に留意すること。

（ポイント）

・居宅サービス計画は利用者の希望を尊重して作成されるものであり、利用者自身が

サービス事業所を選択できることが基本であることから、利用者から事業所の変更

の要請があれば検討する必要があること。
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（１８－２）居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付

ける場合（条例第１５条第１項第２０号）【平成３０年１０月から】

（１９）（２０）主治の医師等の意見等（条例第１５条第１項第２１号・第２２号・第

２３号）

✕主治医等に意見を求めることなく医療サービスを居宅サービス計画に位置付けている。

✕主治医等から意見を求めた内容についての記録がない。

（ポイント）

・居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（生活援助が中心で

あるもの）を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サ

ービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を

利用者の保険者である市町村に届け出なければならない。

・当該月に作成又は変更（（１６）における軽微な変更を除く。）した届出対象とな

る居宅サービス計画を翌月の末日までに届け出る。

（例）

・３月中に作成又は変更した３月サービス分の計画・・・提出期限：４月末日

・３月中に作成又は変更した４月サービス分の計画・・・提出期限：４月末日

（厚生労働大臣が定める回数）

要介護１・・・１月につき２７回

要介護２・・・１月につき３４回

要介護３・・・１月につき４３回

要介護４・・・１月につき３８回

要介護５・・・１月につき３１回

※本市への届出にあたっては、平成３１年２月６日付津環社高第２４５９号「訪問介

護（生活援助中心型）が厚生労働大臣の定める回数以上となる居宅サービス計画の

届出について（通知）」により行うこと。

（ポイント）

・居宅サービス計画に医療サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハ

ビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護（訪問看護サービスを利用する場合に限る。）及び看護小規模多機能型

居宅介護（訪問看護サービスを利用する場合に限る。））を位置付けるには、主治

医等の指示が必要である。

・あらかじめ利用者の同意を得て、主治医等に意見を求めること。また、その内容（

必要性、具体的な実施方法、実施期間等）を居宅介護支援経過等に記録すること。

・主治医等の意見を踏まえて医療系サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成し

た際には、意見を求めた主治医等に当該居宅サービス計画を交付しなければならな

い。【平成３０年４月から】

※サービス提供事業所に対し、主治医からサービス提供事業所あての「指示書」の写

しの提出を求めることは適切ではない。
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（２２）福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映

（条例第１５条第１項第２５号・第２６号）

✕福祉用具貸与・販売が必要な理由を居宅サービス計画に記載していない。

✕サービス担当者会議を開催していない。

✕軽度者の「調査票の写しの内容が確認できる文書」を福祉用具貸与事業者へ送付

していない。

✕算定できる状態像に該当するかを確認していない。

（２５）指定介護予防支援業務の受託に関する留意点（条例第１５条第１項第２９号）

（２６）指定介護予防支援業務の受託に関する留意点（条例第１５条第２項）

○必要に応じ、利用者が成年後見制度を活用することができるように配慮すること。

【市独自】

（ポイント）

・福祉用具貸与・販売を居宅サービスに位置付ける場合には、サービス担当者会議を

開催し、当該計画に必要な理由を記載すること。

・福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時サービス担当

者会議を開催し、継続利用の必要性を検証し、継続利用する場合には再度居宅サー

ビス計画にその理由を記載すること。

（ポイント）

・軽度者の居宅サービス計画に福祉用具貸与（車椅子及び付属品、特殊寝台及び付属

品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動

排泄処理装置）を位置付ける場合には、市町村から調査票の写しを入手すること。

・利用者の同意を得たうえで、調査票の写しの内容が確認できる文書を福祉用具貸与

事業者へ送付すること。

（ポイント）

・指定介護予防支援業務の受託件数の制限（常勤換算方法で算定した介護支援専門員

１人につき８人）は廃止されたが、受託するに当たっては、その業務量等を勘案し

、本来行うべき指定居宅介護支援業務の適正な実施に影響を及ぼすことのないよう

配慮すること。

（ポイント）

・成年後見制度は、認知症、障害等により判断能力が不十分な状態にある方を法律的

な面で保護し、支援するための制度である。

・事業者は、適正な契約手続等を行うために成年後見制度の活用が必要と認められる

場合（利用者自身では、各種契約、不動産・預貯金等の財産の管理等が困難であり

、利用者を法律的に支援する必要がある等）は、地域包括支援センターや市町村担

当課等の相談窓口を利用者に紹介する等関係機関と連携し、利用者が成年後見制度

を活用することができるように配慮すること。
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（２７）地域ケア会議における関係者間の情報共有（条例第１５条第１項第３０号）

１４ 管理者の責務（条例第１９条）

✕管理者が従業者の業務の把握をしていない。

✕管理業務全般を他の従業者に任せており、実際には管理者が管理しておらず、届

出上のみ管理者となっている。

１６ 勤務体制の確保（条例第２１条）

✕派遣、委託、請負といった形態でサービス提供を行っているが、契約関係が不明

確。

✕勤務予定表が適切に作成されていない。

✕翌月の勤務予定表が前月末までに作成されていない。

✕勤務予定表が事業所ごとに作成されていない。

✕勤務予定表に管理者の勤務予定や従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、

職種、兼務関係などが明記されていない。

✕非常勤職員について勤務予定の管理を行っていない。

✕従業者の資質向上のための研修が、計画的に実施されていない。

✕研修（内部・外部を含む）の実施記録等が保存されてない。

（ポイント）

・地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合

には、これに協力するよう努めること。【平成２７年４月から】

（ポイント）

・管理者の責務とは

（１）介護支援専門員その他の従業者の管理

（２）指定居宅介護支援の利用申込みに係る調整

（３）業務の実施状況の把握

（４）介護支援専門員その他の従業者に基準を遵守させるための必要な指揮命令

※不正を防ぐための取組や仕組が事業所にあるかどうか再点検すること。

（ポイント）

・労働者派遣法に基づき派遣会社から派遣された介護支援専門員については、居宅介

護支援事業所に指揮命令権が生じるので可能であるが、派遣会社と居宅介護支援事

業所との契約において、業務の指示関係について明記しておくことが必要である。

※「業務の委託契約」や「業務の請負契約」は、指揮命令関係が生じないため不可。

（ポイント）

・原則として、管理者を含む全ての従業者を記載し、事業所ごと、月ごとに作成すること。

・従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係などを明記すること

。
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○高齢者虐待防止等に関する研修について【市独自】

１９ 掲示（条例第２４条）

✕事業運営に当たっての重要事項を掲示していない。運営規程のみ掲示している。

✕苦情に対する措置の概要、利用料などが欠落している。

✕最新の情報でない重要事項が掲示されている。

✕事業所の見やすい場所に掲示されていない。

２０ 秘密保持（条例第２５条）

✕従業者の在職中及び退職後における、利用者及びその家族の個人情報に関する秘

密保持について、事業者と従業者間の雇用契約、就業規則、労働条件通知書、誓

約書等で取決めが行われていない。

✕サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いることに

ついて、それぞれから文書による同意が得られていない。

✕利用者の家族から利用同意を得る様式になっていない。

✕個人情報の保管状態が不適切である。

（ポイント）

・年間計画などを策定し、実施後は資料等を含め、記録を残すこと。

（ポイント）

・従業者の資質向上のために計画的に確保するものとされている研修には、高齢者の

尊厳を守り、高齢者及び家族等が共に健やかな生活を送ることができるように高齢

者の人権擁護や虐待防止等の内容を含めることを義務付けるものである。

・事業者は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平

成十七年法律第百二十四号）」（「高齢者虐待防止法」）の趣旨及び内容を十分に

踏まえた研修内容となるようにすること。

（ポイント）

・掲示すべき内容（項目）は、重要事項説明書と同じ。

・受付コーナー、相談室等利用申込者等が見やすいよう工夫して掲示すること。

※掲示が困難な場合には、利用者等誰もが閲覧できるように、ファイル等に入れて、

受付コーナー、相談室等に立てかけておくことでも差し支えない。

（ポイント）

・利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用い

る場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書で得ておくこと。

・個人情報の漏洩防止のため、保管庫は施錠可能なものとし、中のファイルなどが見

えないようにすること。

※個人情報の取扱いについては「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」等を参照のこと。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
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２３ 苦情処理（条例第２８条）

✕苦情処理に関する記録様式（処理簿･台帳等）が作成されていない。

✕苦情処理の内容が記録様式に記録されていない。

✕苦情の内容の記録のみで、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のた

めの取組」などが記録されていない。「再発防止のための取組」が行われていな

い。

２４ 事故発生時の対応（条例第２９条）

✕事故(｢ひやりはっと｣を含む｡)に関する記録様式（報告･台帳等）が作成されてい

ない。

✕事故(｢ひやりはっと｣を含む｡)の事例報告が記録様式に記録されていない。

✕事故の内容の記録のみで、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のた

めの取組」などが記録されていない。

✕事故発生時の対応方法について定められていない。

✕事業所としての「再発防止のための取組」が行われていない。

✕市町村等に報告していない。

２５ 会計の区分（条例第３０条）

✕事業所ごとに経理を区分していない。

✕指定居宅介護支援の事業と他の事業の経理・会計が区分されていない。

（ポイント）

・事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付け

た指定居宅サービス等に対する苦情を受け付けた場合は、迅速かつ適切に対応しな

ければならない。

・苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を記録すること。

また、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを行うこと。

（ポイント）

・事故の状況やその後の処置について記録し、再発防止に取り組むこと。

・事故の状況等によっては、市へ報告を行うこと。

※「津山市介護保険事故報告事務取扱要領」参照

（ポイント）

・事務的経費等についても按分するなどの方法により、会計を区分すること。
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２６ 記録の整備（条例第３１条）

✕退職した従業者に関する諸記録を従業者の退職後すぐに廃棄している。

✕居宅サービス計画を変更したら、以前の居宅サービス計画を廃棄している。

✕契約解除になった利用者の記録をすぐに廃棄している。

第４ 変更の届出等（介護保険法第８２条）
✕変更届出書が提出されていない。(事業所の専用区画､管理者、介護支援専門員､運営規程など)

✕事業実態がないのに、休止（廃止）の届出が提出されていない。

✕休止・廃止の届出が、１月前までに提出されていない。

（ポイント）

・利用者に対する居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から

５年間保存すること。【市独自】

・完結の日とは、利用者との契約の終了日ではなく、それぞれの書類ごとに、その書

類を使わなくなった日とする。利用者との契約が継続している間において、当該利

用者に関する全ての記録を保存することを求めるものではない。

・事業者においては、保存業務の煩雑さを避ける観点から、それぞれの記録の所属す

る年度（目標期間が設けられているものについては、その期間の満了日の所属する

年度）の終了後、５年間保存する等、適正な運用を図るものとする。

・なお、他の法令等により、５年間以上の保管期間が義務付けられているものについ

ては、それぞれの規定に従う必要がある。

（ポイント）

・変更した日から１０日以内に提出すること。なお、複数回にわたって変更が発生し

た場合でも、変更事実の発生日ごとに変更届を作成すること。

※事業所の移転など重要な変更の場合は、事前に市に相談すること。

（ポイント）

・事業を休止、又は廃止しようとするときは、休（廃）止日の１月前までに届け出る

こと。

※現に利用者がいる場合には、他の事業所に引き継ぐことが必要。
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高齢者住宅（「住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅」

等）入居者に対する居宅介護支援提供上の留意事項について

全国的な傾向として、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住

宅といった高齢者住宅（以下、「高齢者住宅」という。）に併設された、当

該住宅入居者に対するサービス提供を主とする訪問介護事業所や通所介護事

業所といった居宅サービス事業所において、居宅サービス事業所の従業者が

高齢者住宅の介護職員等と業務を兼務するなどし、当該高齢者住宅における

サービスと介護保険による居宅サービスが渾然一体として行われ、虚偽のサ

ービス提供記録等により介護報酬を不正に請求受領を行ったことにより、指

定取消し等の行政処分が行われる事例が多発しています。

また、こうした居宅サービス事業所の行政処分に関連し、不適切なサービ

ス実態を知りながら、居宅サービス事業所の請求どおりの給付管理を行った

として、居宅介護支援事業者が行政処分される事例も増加しています。

高齢者住宅入居者に対する居宅介護支援を行う各事業者においては、次の

点に留意して適正な運営を行ってください。

◇ポイント◇

１ 基本方針

○利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切

な保健医療及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的、効率的に提供される

よう配慮して行うこと。

○利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定

の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に居宅介護支援の

提供を行うこと。

（不適切事例）

→高齢者住宅及び居宅サービス事業所の指示のみに従い、居宅サービス計画を作成

している。

→高齢者住宅及び居宅サービス事業所に給付限度額いっぱいの居宅サービス計画を

作成することを指示され、不必要又は過剰な居宅サービスを位置付けている。

→高齢者住宅から当該開設法人以外の居宅サービス事業所の利用を拒まれ、利用者

にとって真に必要なサービスを位置付けた居宅サービス計画となっていない。

２ 運営基準

○指定居宅介護支援の具体的な取扱い（利用者の課題分析（アセスメント）、サービ

ス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の実施状況の把

握（モニタリング）など）については、一般居宅の利用者と同様、居宅基準第13条

を遵守した適切な運営を行うこと。

50



（不適切事例）

→指定居宅介護支援の具体的な取扱いについて、利用者本人との面接等が適切に行

われていない。

→居宅サービス計画の作成に当たり、アセスメントが高齢者住宅職員からの聞き取

りに終止しており、利用者の希望や生活状況等に関する本人からの聞き取りがない

。

→居宅サービス計画を作成した際、利用者本人に対する説明・同意・交付といった

手続を行わず、高齢者住宅職員に手渡すのみとなっている。

→モニタリングについても、高齢者住宅職員からの聞き取りのみで、居宅サービス

計画に沿った居宅サービスの提供を受けているかについて、利用者本人との面談に

よるモニタリングが行われていない。

○介護保険の居宅サービスと高齢者住宅が提供するサービス（インフォーマルサービ

ス）を明確に区分したうえで、居宅サービス計画を作成すること。

○居宅サービス計画の変更（提供曜日・時間等の変更を含む）については、モニタリ

ング等を通じて把握した利用者の状況等に基づき、所要の措置を講じたうえで、居

宅サービス計画の変更を行うこと。

３ 給付管理

○居宅サービス計画の変更等の必要な手続を取らずに作成した居宅サービス計画に位

置付けのないサービスを、後付けによる実績請求はできない。
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９ 介護報酬の概要について

１ 居宅介護支援費

【居宅介護支援費の算定について】

○月の途中で、利用者が死亡又は施設に入所した場合等

→ 死亡又は施設入所等の時点で居宅介護支援を行っており、給付管理票を国保連合

会に届け出ている事業所について、居宅介護支援費を算定する。

○月の途中で、事業所の変更がある場合

→ 利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い、給付管理票を国保連合会に提出

する事業所のみ居宅介護支援費を算定する。

○月の途中で要介護度に変更があった場合

→ 月末時点での要介護度区分に応じて居宅介護支援費を算定する。

○月の途中で他の市町村に転出する場合

→ 転出前の担当事業所と転出後の担当事業所がそれぞれ給付管理票を作成し、双方

とも居宅介護支援費を算定する。（この場合、それぞれの給付管理票を同一の事業

所が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費を算定する。）

○サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合

→ 給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。

【居宅介護支援費Ⅰ～Ⅲの適用について】

要介護度別に基本単価が設定されており、介護報酬の算定上、一定の取扱件数を超過

する場合に「逓減制」が導入されている。

（注１）取扱件数が４０以上である場合において、４０以上６０未満の部分について居宅

介護支援費（Ⅱ）を算定する。

（注２）取扱件数が４０以上である場合において、６０以上の部分について居宅介護支援

費（Ⅲ）を算定する。

区 分 取扱件数 要介護１・２ 要介護３・４・５

居宅介護支援費（Ⅰ） 40件未満 １，０５３単位／月 １，３６８単位／月

居宅介護支援費（Ⅱ） 40件以上60件未満 ５２７単位／月 ６８４単位／月

居宅介護支援費（Ⅲ） 60件以上 ３１６単位／月 ４１０単位／月
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※【居宅介護支援費の割り当て】

利用者の契約日が古いものから順に、１件目から３９件目（常勤換算方法で１を超え

る数の介護支援専門員がいる場合にあっては、４０にその数を乗じた数から１を減じた

件数まで）については居宅介護支援費（Ⅰ）を算定し、４０件目（常勤換算方法で１を

超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、４０にその数を乗じた件数）以降に

ついては、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定すること。

○契約日が同日の者については、報酬単価が高い利用者（要介護３～５）から先に数え

る。

○介護予防支援を受託している場合は、契約日にかかわらず介護予防支援の利用者を冒

頭に並べ、次に居宅介護支援の利用者を契約日の古い順に並べて件数を数える。

【取扱件数の算定方法】

要介護者の利用者 ＋ (介護予防支援の受託件数 × １／２)

取扱件数 =
常勤換算により算定した介護支援専門員数

※介護予防支援の受託件数については、特別地域加算対象地域に住所を有す

る利用者は含めない。

平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２）

（問３０）

居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱件数については、事業所の所属する

ケアマネジャー１人当たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。

（答）

基本的には、事業所に所属するケアマネジャー１人(常勤換算)当たりの平均で計算

することとし、事業所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマネジャーご

とに多少の取扱件数の差異が発生し、結果的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算

定区分に係る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも差し支えない。ただ

し、一部のケアマネジャーに取扱件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の

観点で支障があるような場合については、是正する必要がある。

（問３１）

ケアマネジャー１人当たりというのは、常勤換算によるものか。その場合、管理者

がケアマネジャーであれば１人として計算できるのか。

（答）

取扱件数の計算に当たっての「ケアマネジャー１人当たり」の取扱については、常

勤換算による。

なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者がケアマネジメント業務を兼ね

ている場合については、管理者を常勤換算１のケアマネジャーとして取り扱って差

し支えない。ただし、管理者としての業務に専念しており、ケアマネジメント業務

にまったく従事していない場合については、当該管理者については、ケアマネジャ

ーの人数として算定することはできない。

（問３２）
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